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 全腎協事務局作成（2024．12．9） 
 

■ 移動手段確保で厚労省と国交省が通知 － 介護事業所等の送迎効率化促す － 
 

介護現場の人手不足や高齢者の移動手段の確保は、全国的に大きな課題となっています。 

厚生労働省と国土交通省は 10月 11日、介護、障害福祉サービス事業所が行う利用者の送迎に

ついて、より効果的な送迎および送迎車両等の有効活用を推進するため、現行の枠組みでできる

共同送迎や空き車両の活用などのルールをまとめた通知を出しました。 

同通知では、▼運営主体が異なる介護サービス事業所の共同送迎は、事業所間で費用負担など

を決め、利用者の利便性を損なわないなどの条件を満たせば実施できる

こと、▼事業所の送迎車両や運転手の空き時間に地域住民を送迎す

ることができること、さらに▼事業所は交通事業者に対して送迎業

務の委託が可能なこと、また、透析患者が通院時に利用することも

多い▼介護保険の訪問介護の乗降介助については、運送の対価とし

て金銭を収受しない場合は、道路運送法上の許可は不要であること、

などが改めて示されました。 
 

■ 厚労省が高額療養費の見直しを提案 
 

厚生労働省は 11月 21日、医療保険制度改革について議論し、医療機関で患者が支払う自己

負担の限度額（高額療養費）を引き上げる考えを社会保障審議会医療保険部会に示しました。 

具体的な引き上げ幅は示されなかったものの、厚労省は約 10年前と比べ収入が増えているこ

とや現役世代を中心に保険料負担の軽減を求める声が多いことを理由に、▼負担能力に応じた

限度額引き上げ、▼所得区分の細分化などを提案しました（下記図参照）。委員から反対意見は

出ませんでした。なお、見直しには政令改定が必要です。 

透析の医療費においては、この高額療養費の特例（特定疾病療養受療証）により月限度額が

1万円（現役世代の上位所得者 2万円）に軽減されています。今回の見直しは透析分野にも影

響が及ぶのか、今後の議論の行方に注視する必要があります。 

参考：https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001336295.pdf 

参考：https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/content/001768700.pdf 


